
　以下の告示・通知等により、本書の内容に補正が生じましたのでお知らせします。
　・令和２年3月23日　厚生労働省告示第80号　複数手術に係る費用の特例の一部を改正する件
　・令和2年3月27日　保医発0327第1号　「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
　・令和2年3月31日　医療課事務連絡　令和２年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について

頁 欄 行 備考

早80 左 上から7行目 字句訂正

　　　1　ウイルス指導料 　　　1　ウイルス指導料

　　　　イ　ウイルス疾患指導料 1 　　　　イ　ウイルス疾患指導料 1

　　　　ロ　ウイルス疾患指導料 2 　　　　イ　ウイルス疾患指導料 1

早83 左 上から1行目 　　　 9　外来栄養食事指導料 　　　 9　外来栄養食事指導料 字句訂正

　　　　イ　外来栄養食事指導料 1 　　　　イ　外来栄養食事指導料 1

   　      (1)　初回    　      (1)　初回

   　      (2)　2回目以降    　      (2)　2回目以降

　　　　　　　①　対面で行った場合 　　　　　　　①　対面で行った場合

　　　　　　　②　情報通信機器を用いた場合 　　　　　　　②　情報通信機器を用いた場合

　　　　ロ　外来栄養食事指導料 2 　　　　ロ　外来栄養食事指導料 2

   　      (1)　初回    　      (1)　初回

   　      (2)　2回目以降    　      (2)　2回目以降

早84 左 下から8行目 　　　14　高度難聴指導管理料 　　　14　高度難聴指導管理料 字句削除

　　　　　イ　　　　　略 　　　　　（入院分）　　　　　　　　　　　（入院外分） 高度難聴

　　　　　ロ　　　　　略 　　　　　イ　　　　　略

　　　　　ロ　　　　　略

早86 左 上から4行目 　　　23　がん患者指導管理料 　　　23　がん患者指導管理料 字句挿入

令和２年度改定「医科診療報酬点数と早見表」の追補について（第1報）

訂正後 訂正前

B001　特定疾患治療管理料 B001　特定疾患治療管理料

　　　　イ　医師が看護師と共同して診
　　　　　療方針等について話し合い、
　　　　　その内容を文書等により提供
　　　　　した場合

　　　　イ　医師が看護師と共同して診
　　　　　療方針等について話し合い、
　　　　　その内容を文書等により提供
　　　　　した場合

ウ

ウ１

ウ２

外栄

外栄１

外栄２

高難

高難

が指イ が指イ



早87 左 下から2行目 　　　30　婦人科特定疾患治療管理料 　　　30　婦人科特定疾患治療管理料 字句挿入

早87 左 下から1行目 　　　31　腎代替療法指導管理料 　　　31　腎代替療法指導管理料 字句挿入

早89 左 上から5行目 B001-2-6　夜間休日救急搬送医学管理料 B001-2-6　夜間休日救急搬送医学管理料 字句挿入

精神科疾患患者等受入加算 精神科疾患患者等受入加算

救急搬送看護体制加算 1 救急搬送看護体制加算 1

救急搬送看護体制加算 2 救急搬送看護体制加算 2

早91 左 上から9行目 B001-3-2　ニコチン依存症管理料 B001-2-6　夜間休日救急搬送医学管理料 字句修正

　1　ニコチン依存症管理料 1 　1　ニコチン依存管理料

　イ　初回 　イ　初回

　ロ　２回目から４回目まで 　ロ　２回目から４回目まで

　　(1)　　　　略 　　(1)　　　　略

　　(2)　　　　略 　　(2)　　　　略

　ハ　５回目 　ハ　５回目

　2　ニコチン依存症管理料 2 （一連につき） 　2　ニコチン依存管理料 2 （一連につき）

早93 左 上から5行目 Ｂ001-9　療養・就労両立支援指導料 Ｂ001-9　療養・就労両立支援指導料 字句修正

　　　　ロ　医師又は看護師が心理的不
　　　　　安を軽減するための面接を
　　　　　行った場合

　　　　ハ　医師又は薬剤師が抗悪性腫
　　　　　瘍剤の投薬又は注射の必要性
　　　　　等について文書により説明を行
　　　　　った場合

　　　　ニ　医師が遺伝子検査の必要性
　　　　　等について文書により説明を行
　　　　　った場合

　　　　ロ　医師又は看護師が心理的不
　　　　　安を軽減するための面接を
　　　　　行った場合

　　　　ハ　医師又は薬剤師が抗悪性腫
　　　　　瘍剤の投薬又は注射の必要性
　　　　　等について文書により説明を行
　　　　　った場合

　　　　ニ　医師が遺伝子検査の必要性
　　　　　等について文書により説明を行
　　　　　った場合

が指ロ

が指ハ

が指ニ

が指ロ

が指ハ

婦特

腎代指

救搬 救搬

救搬看１

救搬看２ 救搬看

精受

ニ コニ コ １

ニ コ ２

就労 就労



 　1　初回  　1　初回

 　2　2回目以降  　2　2回目以降

相談支援加算 相談支援加算

早98 左 上から5行目 Ｂ005-9　外来排尿自立指導料 Ｂ005-9　排尿自立指導料 字句修正

早99 左 上から1行目 Ｂ005-11　遠隔連携診療料 Ｂ005-9　排尿自立指導料 字句挿入

早100 左 上から4行目 Ｂ009　診療情報提供料（Ⅰ） Ｂ009　診療情報提供料（Ⅰ） 字句挿入

　　精神科医連携加算 　　精神科医連携加算

　　肝炎インターフェロン治療連携加算 　　肝炎インターフェロン治療連携加算

　　歯科医療機関連携加算 １ ＋100 　　歯科医療機関連携加算 ＋100

　　歯科医療機関連携加算 ２ ＋100 　　地域連携診療計画加算

　　地域連携診療計画加算

早101 左 下から2行目 Ｂ011　診療情報提供料（Ⅲ） Ⅲ Ｂ011　診療情報提供料（Ⅲ） 字句挿入

早102 左 下から3行目 Ｂ014　退院時薬剤情報管理指導料 Ｂ014　退院時薬剤情報管理指導料 字句挿入

　　退院時薬剤情報連携加算 　　退院時薬剤情報連携加算

就労相談 支援相談

外排自 排自

遠連

情Ⅰ精

情Ⅰ肝

情Ⅰ歯

情地連診

情Ⅰ精

情Ⅰ肝

情地連診

情Ⅰ歯１

情Ⅰ歯２

情

退薬退薬

退薬連



早102 左 下から1行目 字句挿入

早135 左 下から1行目 字句挿入

　　在宅ターミナルケア加算 　　在宅ターミナルケア加算

　　　1　　　　　略 　　　1　　　　　略

　　　2　　　　　略 　　　2　　　　　略

　　　3　　　　　略 　　　3　　　　　略

　　　在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 　　　在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

　　　在宅療養実績加算 １ 　　　在宅療養実績加算 １

　　　在宅療養実績加算 ２ 　　　在宅療養実績加算 ２

　　　酸素療法加算 　　　酸素療法加算

早141 左 下から4行目 訪問看護 訪問看護 字句挿入

　　　1　～　2　　　略 　　　1　～　2　　　略

C001-2　在宅患者訪問診療料（Ⅱ）
　　　　　　（1日につき）

C001-2　在宅患者訪問診療料（Ⅱ）
　　　　　　（1日につき）

C005　在宅患者訪問看護・指導料
　　　　　　（1日につき）

C005　在宅患者訪問看護・指導料
　　　　　　（1日につき）

　当該共同指導料２は、精神病棟に入院中の患
者であって、措置入院患者等又は重点的な支
援を要する患者に対して、入院中の保険医療
機関の多職種チームが、当該患者の外来又は
在宅療養を担う保険医療機関の多職種チーム
とともに、当該患者の同意を得て、退院後の療
養上必要な説明及び指導を共同で行った上
で、支援計画を作成し、文書により情報提供し
た場合に入院医療を担う保険医療機関におい
て、入院中に1回に限り算定する。

Ｂ015　精神科退院時共同指導
　　料

　１　精神科退院時共同指導料
　 １ （外来を担う保険医療機関
　 又は在宅療養担当医療機関
　 の場合）

　　イ　精神科退院時共同指導
　　　料（Ⅰ）

1,500

　　ロ　精神科退院時共同指導
　　　料（Ⅱ）

900

　２　精神科退院時共同指導料
　 ２ （入院医療を提供する保険
    医療機関の場合）

700

入院中1回限り

区　　　　　　分 点　数 算定回数 摘　　　　　　要

　
当該共同指導料１は、他の保険医療機関の精
神病棟に入院中の患者であって、「措置入院患
者等」又は「重点的な支援を要する患者」に対し
て、当該患者の外来又は在宅療養を担う保険
医療機関の多職種チームが、入院中の保険医
療機関の多職種チームとともに、当該患者の同
意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指
導を共同で行った上で、支援計画を作成し、文
書により情報提供した場合に外来又は在宅療
養を担う精神科又は心療内科を標榜する保険
医療機関において、入院中に1回に限り算定す
る。

（Ⅱ）

（Ⅱ）タ

タ酸

（Ⅱ）タ

（Ⅱ）

精退共１

精退共２



難病等複数回訪問加算 難病等複数回訪問加算

～ （略） ～ （略）

　　　2　　　　　略乳幼児加算（６歳未満） 　　　2　　　　　略乳幼児加算（６歳未満）

　　複数名訪問看護・指導加算 　　複数名訪問看護・指導加算

　　　イ　　　略 　　　イ　　　略

　　　ロ　　　略 　　　ロ　　　略

　　　ハ　　　略 　　　ハ　　　略

　 　　　(1)　　　略 　 　　　(1)　　　略

　 　　　(2)　　　略 　 　　　(2)　　　略

　 　　　(3)　　　略 　 　　　(3)　　　略

早144 左 上から1行目 字句挿入

　　　1　～　3　　略 　　　1　～　3　　略

難病等複数回訪問加算 難病等複数回訪問加算

　　イ　～　ロ　　　　略 　　イ　～　ロ　　　　略

複数名訪問看護・指導加算 複数名訪問看護・指導加算

　　イ　保健師、助産師又は看護師 　　イ　保健師、助産師又は看護師

　　　(1)　～　(3)　　　　略 　　　(1)　～　(3)　　　　略

　　ロ　准看護師 　　ロ　准看護師

　　 　(1)　～　(3)　　　　略 　　 　(1)　～　(3)　　　　略

 　　　(1)　～　(3)　　　　略  　　　(1)　～　(3)　　　　略

　 　　(1)　～　(3)　　　　略 　 　　(1)　～　(3)　　　　略

C005-1-2　同一建物居住者訪問看
　　護・指導料　（1日につき）　　　　　訪問看護（同一）

C005-1-2　同一建物居住者訪問看
　　護・指導料　（1日につき）　　　　　訪問看護（同一）

　　ハ　看護補助者
　　　（別に厚生労働大臣が定め
　　　　る場合を除く）

　　ニ　看護補助者
　　　（別に厚生労働大臣が定め
　　　　る場合に限る）

　　ハ　看護補助者
　　　（別に厚生労働大臣が定め
　　　　る場合を除く）

　　ニ　看護補助者
　　　（別に厚生労働大臣が定め
　　　　る場合に限る）

　ニ　所定点数を算定する訪問
　　看護・指導を行う看護師等
　　が看護補助者と同時に訪問
　　看護・指導を行う場合（別
　　に厚生労働大臣が定める場
　　合）

　ニ　所定点数を算定する訪問
　　看護・指導を行う看護師等
　　が看護補助者と同時に訪問
　　看護・指導を行う場合（別
　　に厚生労働大臣が定める場
　　合） 複訪看補 ニ

複

複訪看看

複訪看准

複訪看補ハ

複訪看補 ニ



早144 左 下から4行目 字句修正

緊急訪問看護加算（１日につき）　　　　　略 緊急訪問看護加算（１日につき）　　　　　略

長時間訪問看護・指導加算 長時間訪問看護・指導加算 

超重症児又は準超重症児　　　　 超重症児又は準超重症児　　　　

それ以外の者 それ以外の者

訪問看護　　　　　 ・訪問看護 　　　　　（同一） 訪問看護　　　　　 ・訪問看護 　　　　　（同一）

深夜訪問看護加算 深夜訪問看護加算

看護・介護職員連携強化加算 看護・介護職員連携強化加算

特別地域訪問看護加算 特別地域訪問看護加算

早146 左 上から1行目 字句修正

　　1　同一建物居住者以外の場合　　訪問リ 　　1　同一建物居住者以外の場合　

　　2　同一建物居住者の場合　　　　　訪問リ 　　2　同一建物居住者の場合　

早147 左 上から1行目 C009　在宅患者訪問栄養食事指導料　　 C009　在宅患者訪問栄養食事指導料　　訪問栄養 字句修正

　1　在宅患者訪問栄養食事指導料 １　　訪問栄養 １ 　1　在宅患者訪問栄養食事指導料 １

　　イ　～　ハ　　　略 　　イ　～　ハ　　　略

　2　在宅患者訪問栄養食事指導料 ２　　訪問栄養 ２ 　2　在宅患者訪問栄養食事指導料 ２

　　イ　～　ハ　　　略 　　イ　～　ハ　　　略

早149 左 下から7行目 C101-3　在宅妊娠糖尿病患指導管理料 C101-3　在宅妊娠糖尿病患指導管理料 字句修正

　1　在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 １ 　1　在宅妊娠糖尿病患者指導料 １

　2　在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 ２ 　2　在宅妊娠糖尿病患者指導料 ２

早151 左 上から18行目 C120　在宅中耳加圧療法指導管理料 C120　在宅中耳加圧療法指導管理料 字句挿入

C006　在宅患者訪問リハビリテー
　ション指導管理料　（1単位）

C006　在宅患者訪問リハビリテー
　ション指導管理料　（1単位）　　　　　訪問リハ

超準訪看長時超準長時
超準訪看長時超準長時（同一）

～ （略）

訪問看護別定長時
訪問看護別定長時（同一）

～ （略）

訪問看護看介
訪問看護看介（同一）

訪問看護特地
訪問看護特地（同一）

下記の各項目は上記C005及びC
005-1-2に加算できる

下記の各項目は上記C005及びC
005-1-2に加算できる

長 長

深

長 長

深

同一

在宅在宅

同一

在娠糖

在娠糖 1

在娠糖 ２

中加



早154 左 上から1行目 C163　特殊カテーテル加算 C163　特殊カテーテル加算 字句挿入

　　1　再利用型カテーテル 　　1　再利用型カテーテル

　　2　～　3　　　　略 　　2　～　3　　　　略

早155 左 上から1行目 C172　在宅経肛門的自己洗腸用材料加算 C172　在宅経肛門的自己洗腸用材料加算 字句挿入

早155 左 上から2行目 C173　横隔神経電気刺激装置加算 C173　横隔神経電気刺激装置加算 字句挿入

早282 上から4行目
字句訂正

早282 下から11行目
字句挿入

早283 上から1行目
字句挿入

Ｋ022　組織拡張器による
　再建手術（一連につき）
　 １ 乳房（再建手術）の
　場合

Ｋ４７５　 乳房切除術（遺伝性乳癌卵巣癌
　症候群の患者に限る。）

Ｋ４７６ 乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除
　術（乳腺全摘術）、乳房切除術（腋窩部
　郭清を伴わないもの）、乳房切除術（腋
　窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除
　を併施しないもの、乳輪温存乳房切除術
（腋窩部郭清を伴わないもの）及び乳輪温
　存乳房切除術（腋窩部郭清を伴うもの）
　に限る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ022　組織拡張器による
　再建手術（一連につき）
　 １ 乳房（再建手術）の
　場合

Ｋ０３４　 腱切離・切除術
 （関節鏡下によるものを含
　む。）(手指、中手部又は
　手関節に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指、中手部
　又は手関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

複数手術に係る費用の特例
最終改正　令和2年3月23日厚生労働省告示第80号

複数手術に係る費用の特例
最終改正　平成30年3月20日厚生労働省告示第72号

Ｋ４７６ 乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除
　術（乳腺全摘術）、乳房切除術（腋窩部
　郭清を伴わないもの）、乳房切除術（腋
　窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除
　を併施しないもの、乳輪温存乳房切除術
（腋窩郭清を伴わないもの）及び乳輪温
　存乳房切除術（腋窩郭清を伴うもの）
　に限る。）

Ｋ０３４　 腱切離・切除術
 （関節鏡下によるものを含
　む。）(手指、中手部又は
　手関節に限る。） Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手

　関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

サ

肛洗

横電



早283 上から9行目
字句挿入

早283 上から17行目
字句挿入

早283 下から23行目
字句挿入

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ０３７　腱縫合術（手指、
　中手部又は手関節に限
　る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指、中手部
　又は手関節に限る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ０３５－2　 腱滑膜切除術Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ０３５　 腱剥離術（関節
　鏡下によるものを含む。)
　(手指、中手部又は手関
　節に限る。） Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手

　関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指、中手部
　又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指、中手部
　又は手関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０３７　腱縫合術（手指、
　中手部又は手関節に限
　る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０３５　 腱剥離術（関節
　鏡下によるものを含む。)
　(手指、中手部又は手関
 　節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０３５－2　 腱滑膜切除術 Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）



早283 下から15行目
字句挿入

早283 下から7行目
字句挿入

早284 上から3行目
字句挿入

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０４０　腱移行術（手指、
　中手部又は手関節に限
　る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指、中手部
　又は手関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０４０　腱移行術（手指、
　中手部又は手関節に限
　る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０３９　腱移植術（人工
　腱形成術を含む。)（手
　指、中手部又は手関節
　に限る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指、中手部
　又は手関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０３８　腱延長術（手指、
　中手部又は手関節に限
　る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指、中手部
　又は手関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０３９　腱移植術（人工
　腱形成術を含む。)（手
　指、中手部又は手関節
　に限る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ０３８　腱延長術（手指、
　中手部又は手関節に限
　る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術（手指、中手部又
　は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）



早284 上から9行目
字句挿入

早284 上から15行目 （新設）
字句挿入

早284 上から18行目
字句挿入

早284 上から20行目

字句挿入

早284 上から21行目

字句挿入

Ｋ０４６　骨折観血的手術
 （手指、中手部又は手関
　節に限る。）

Ｋ０４６　骨折観血的手術
 （手指、中手部又は手関
　節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指、中手部又は手
　関節に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指、中手部
　又は手関節に限る。）

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ０５４　骨切り術２ 前腕、
　下腿（下腿に限る。） Ｋ０６８-２　関節鏡下半月板切除術

Ｋ０６９-３　関節鏡下半月板縫合術

Ｋ１３４　椎間板摘出術 Ｋ１４２　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形
　成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

Ｋ１３４　椎間板摘出術 Ｋ１４２　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形
　成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
　（椎間板摘出術を実施した椎間及び当該
　椎間に隣接する椎弓に係るものを除く。)

Ｋ１３４-２　内視鏡下椎間
　板摘出（切除）術

Ｋ１３４-２　内視鏡下椎間
　板摘出（切除）術

Ｋ１３１-２　内視鏡下椎弓切除術Ｋ１３１-２　内視鏡下椎弓切除術（内視鏡下
　椎間板摘出（切除）術を実施した椎間及
　び当該椎間に隣接する椎弓に係るものを
　除く。)

Ｋ１０７　指移植手術（手指
　に限る。） Ｋ１８２　神経縫合術（手指に限る。）

Ｋ１８２-３　神経再生誘導術（手指に限る。）

Ｋ１０７　指移植手術（手指
　に限る。）

Ｋ１８２　神経縫合術（手指に限る。）



早284 下から13行目
字句挿入

早284 下から12行目 （新設）
字句挿入

早284 下から4行目
字句挿入

早285 上から8行目
字句挿入

Ｋ２２４　翼状片手術（弁の
　移植を要するもの）

Ｋ２６０-２　羊膜移植術

Ｋ２８２　水晶体再建術
Ｋ２７７-２　黄斑下手術

Ｋ２７９　硝子体切除術

Ｋ２８０　硝子体茎顕微鏡下離断術

Ｋ２８１　増殖性硝子体網膜症手術

Ｋ２２４　翼状片手術（弁の移植を要するも
　の)

Ｋ２７７-２　黄斑下手術

Ｋ２７９　硝子体切除術

Ｋ２８０　硝子体茎顕微鏡下離断術

Ｋ２８２　水晶体再建術

Ｋ２８１　増殖性硝子体網膜症手術

Ｋ１８２-３　神経再生誘導
　術 Ｋ４３７　下顎骨部分切除術

Ｋ１８２-３　神経再生誘導
　術

Ｋ４３９　下顎骨悪性腫瘍手術

Ｋ６１０　動脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ６２３　静脈形成術、吻合術（手指、中手
　部又は手関節に限る。）

Ｋ４３８　下顎骨離断術

Ｋ４３７　下顎骨部分切除術

Ｋ４３８　下顎骨離断術

Ｋ４７５　乳房切除術（遺伝性乳癌卵巣癌症
　候群の患者に限る。）

Ｋ４７６-４　ゲル充填人工
　乳房を用いた乳房再建
　術（乳房切除後）

Ｋ４７６　乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除
　術（乳腺全摘術）、乳房切除術（腋窩部郭
　清を伴わないもの）、乳房切除術（腋窩鎖
　骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施
　しないもの、乳輪温存乳房切除術（腋窩
　郭清を伴わないもの）及び乳輪温存乳房
　切除術（腋窩郭清を伴うもの）に限る。）

Ｋ４７６-４　ゲル充填人工
　乳房を用いた乳房再建
　術（乳房切除後）

Ｋ４７６　乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除
　術（乳腺全摘術）、乳房切除術（腋窩部郭
　清を伴わないもの）、乳房切除術（腋窩鎖
　骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施
　しないもの、乳輪温存乳房切除術（腋窩
　部郭清を伴わないもの）及び乳輪温存乳
　房切除術（腋窩部郭清を伴うもの）に限
　る。）



早285 下から9行目 （新設）
字句挿入

早286 上から6行目 （新設）
字句挿入

早286 上から７行目 （新設）
字句挿入

早286 上から8行目 （新設）
字句挿入

早286 上から9行目 （新設）
字句挿入

Ｋ５５５　弁置換術 Ｋ５４４　心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出
　術

Ｋ５５３　心室瘤切除術（ 梗塞切除を含
　む。）

Ｋ５５３-２　左室形成術、心室中隔穿孔閉
　鎖術、左室自由壁破裂修復術

Ｋ５５５　弁置換術（１弁のも
　の（大動脈弁を除く。）に
　限る。）

Ｋ５６０　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を
　含む。）

Ｋ５６０-２　オープン型ステントグラフト内挿
　術

Ｋ５５３　心室瘤切除術（ 梗塞切除を含
　む。）

Ｋ５５３-２　左室形成術、心室中隔穿孔閉
　鎖術、左室自由壁破裂修復術

Ｋ５２７-２　食道切除術（単
　に切除のみのもの）

Ｋ５５４　弁形成術

Ｋ５５４　弁形成術（１弁のも
　の（大動脈弁を除く。）に
　限る。）

Ｋ５６０　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を
　含む。）

Ｋ５６０-２　オープン型ステントグラフト内挿
　術

Ｋ５６１　ステントグラフト内挿術

Ｋ５４４　心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出
　術

Ｋ５６０-２　オープン型ステントグラフト内挿
　術



（削除）
字句削除

早286 上から13行目 （削除）
字句削除

早286 下から24行目 （新設）
字句挿入

Ｋ５６０　大動脈瘤切除術
　（吻合又は移植を含む。)
　（上行大静脈（大動脈弁
　置換術又は形成術を伴う
　もの及び人工弁置換術
　を伴う大動脈基部置換
　術に限る。）並びに上
　行大動脈及び弓部大動
　脈の同時手術（大動脈
　弁置換術又は形成術を
　伴うもの及び人工弁置
　換術を伴う大動脈基部
　置換術に限る。)を除
　く。）

Ｋ５５４　弁形成術

Ｋ５５５　弁置換術

Ｋ５５４　弁形成術

Ｋ５５５　弁置換術

Ｋ５６０-２　オープン型ステ
　ントグラフト内挿術（上行
　大動脈及び弓部大動脈
　の同時手術（大動脈弁
　置換術又は形成術を伴
　うもの及び人工弁置換
　術を伴う大動脈基部置
　換術に限る。)を除く。)

Ｋ５９４　不整脈手術　４ 左
　心耳閉鎖術　イ  開胸手
　術によるもの

Ｋ５５２　冠動脈、大動脈バイパス移植術

Ｋ５５２-２　冠動脈、大動脈バイパス移植術
　（人工心肺を使用しないもの）

Ｋ５５４　弁形成術

Ｋ５５５　弁置換術

Ｋ５５７　大動脈弁上狭窄手術

Ｋ５５７-２　大動脈弁下狭窄切除術（線維
　性、筋肥厚性を含む。）

Ｋ５５７-３　弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換
　術

Ｋ５６０　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を
　含む。）

Ｋ５９４　不整脈手術　３　メイズ手術



早288 下から15行目
字句挿入

早289 下から21行目
字句挿入

早289 下から19行目 （新設）

字句挿入Ｋ７８１　経尿道的尿路結石除去術

Ｋ７５１　鎖肛手術
Ｋ７５１-２　仙尾部奇形腫手術

Ｋ８０９-２　膀胱尿管逆流手術

Ｋ８５９　造腟術、腟閉鎖症術

Ｋ７5１　鎖肛手術

Ｋ７５１-２　仙尾部奇形腫手術

Ｋ８０９-２　膀胱尿管逆流手術

Ｋ８５９　造腟術、腟閉鎖症術

Ｋ１３８　脊椎披裂手術

Ｋ１９１　脊髄腫瘍摘出術　１　 髄外のもの

Ｋ７１９-３　腹腔鏡下結腸
　悪性腫瘍切除術 Ｋ６７２-２　腹腔鏡下胆嚢摘出術

Ｋ７１１-２　腹腔鏡下脾摘出術

Ｋ８７２-２　腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）
　術

Ｋ８７７-２　腹腔鏡下腟式子宮全摘術

Ｋ８８８　子宮附属器腫瘍摘出術（両側）
　２ 腹腔鏡によるもの

Ｋ７１９-３　腹腔鏡下結腸
　悪性腫瘍切除術 Ｋ６７２-２　腹腔鏡下胆嚢摘出術

Ｋ７１１-２　腹腔鏡下脾摘出術

Ｋ８７２-２　腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）
　術

Ｋ８７７-２　腹腔鏡下腟式子宮全摘術

Ｋ８８８　子宮附属器腫瘍摘出術（両側）
　２ 腹腔鏡によるもの

Ｋ６９５-２　腹腔鏡下肝切除術（部分切除又
　は外側区域切除に限る。）

Ｋ７６４　経皮的尿路結石
　除去術（経皮的腎瘻造設
　術を含む。）



早289 下から9行目
字句挿入

早290 上から7行目 （新設）
字句挿入

早330 上から2行目 040　人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） 040　人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） 誤植

　　　　(1)　ダイアライザー 　　　　(1)　ダイアライザー

　　　　　　①～⑥　　　　　略 　　　　　　①～⑥　　　　　略

　　　　(2)　　　　略 　　　　(2)　　　　略

　　　　(3)　　　　略 　　　　(3)　　　　略

　　　　(4)　　　　略 　　　　(4)　　　　略

　　　　　　①～②　　　　　略 　　　　　　①～②　　　　　略

　　　　(5)　ヘモダイアフィルター ２,７２０ 円 　　　　(5)　ヘモダイアフィルター ２,７００ 円

13 右 上から11行目 Ａ000　初診料 Ａ000　初診料 字句訂正

　（1）～（7）　　　　　　　略 　（1）～（7）　　　　　　　略

　（9）～（23）　　　　　　　略 　（9）～（23）　　　　　　　略

32 右 上から14行目 Ａ003　オンライン診療科 Ａ003　オンライン診療科

　（1）～（6）　　　　略 　（1）～（6）　　　　略

（8） 　許可病床の数が 400 床以上の病院（特定機能病
院、許可病床の数が 400 床以上の地域医療支援病
院及び一般病床の数が 200 床未満の病院を除く。）
のうち、前年度１年間の紹介率の実績が 40％未満か
つ逆紹介率の実績が 30％未満の保険医療機関の取
扱いについては、(７)と同様である。

（8） 　許可病床の数が 400 床以上の病院（特定機能病
院、地域医療支援病院及び一般病床の数が 200 床
未満の病院を除く。）のうち、前年度１年間の紹介率
の実績が 40％未満かつ逆紹介率の実績が 30％未
満の保険医療機関の取扱いについては、(７)と同様
であること。

Ｋ８２６-３　陰茎様陰核形
　成手術

Ｋ８５９　造腟術、腟閉鎖症術　３ 腟断端挙
　上によるもの

Ｋ８４１　 経尿道的前立腺手術
Ｋ７９８　膀胱結石、異物摘
　出術　１ 経尿道的手術 Ｋ８４１　 経尿道的前立腺手術

Ｋ７９８　膀胱結石、異物摘
　出術　１ 経尿道的手術

Ｋ８４１-２　経尿道的レーザー前立腺切除
　術　１ ホルミウムレーザーを用いるもの

Ｋ８４１-２　経尿道的レーザー前立腺切除
　・蒸散術１ ホルミウムレーザー又は倍周
　波数レーザーを用いるもの

Ｋ８４１-５　経尿道的前立腺核出術



字句挿入

　（8）　　　　　　　略 　（8）　　　　　　　略

32 右 上から21行目 字句挿入

　（10）～（13）　　　　略 　（10）～（13）　　　　略

33 右 上から17行目

　（15）～（16）　　　　略 　（15）～（16）　　　　略

33 右 下から14行目 字句訂正

（14）（14） 　オンライン診療料を算定する場合は、診療報酬
明細書の摘要欄に、該当するオンライン診療料の
対象となる管理料等の名称及び算定を開始した年
月日又は頭痛患者に対する対面診療を開始した年
月日を記載する。

　オンライン診療料を算定する場合は、診療報酬
明細書の摘要欄に、該当するオンライン診療料対
象管理料等の名称及び算定を開始した年月日、
在宅自己注射指導管理料の算定を開始した年月日
又は頭痛患者に対する対面診療を開始した年
月日を記載すること。

（17）（17） 　「注３」に規定する厚生労働大臣が定める地域
のうち、当該地域に準ずる地域とは、「へき地保
健医療対策事業について」（平成 13 年５月 16
日医政発第 529 号）に規定する無医地区若しく
は無医地区に準ずる地域をいう。

　「注３」に規定する厚生労働大臣が定める地域
のうち、当該地域に準ずる地域とは、「へき地保
健医療対策事業について」に規定する無医地区
若しくは無医地区に準ずる地域をいう。

（7） 　オンライン診療を行う医師は、オンライン診療
料の対象となる管理料等を算定する際に診療を
行った医師又は頭痛患者に対する対面診療を
行った医師と同一のものに限る。

（7） 　オンライン診療を行う医師は、オンライン診療
料対象管理料等を算定する際に診療を行った
医師、在宅自己注射指導管理料を算定する際
に診療を行った医師又は頭痛患者に対する対
面診療を行った医師と同一のものに限る。

（9） （9） 　 オンライン診療は、当該保険医療機関内において行う。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取扱いについて」の「別添３」の「別紙２」に掲げる医療を提供
しているが医療資源の少ない地域及び当該地域に準じる地
域（以下この項において「医療資源の少ない地域等」とい
う。） に所在する保険医療機関又は「へき地保健医療対策
事業について」（平成 13 年５月 16 日医政発第 529 号）に
規定するへき地医療拠点病院（以下（９）において、「医療資
源の少ない地域等に所在する保険医療機関等」という。）に
おいて、当該保険医療機関で専門的な医療を提供する観点
から、「基本診療料の施設基準等」第三の八の二の（１）に定
める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長
に届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療
を行っている患者であって、「基本診療料の施設基準等」第
三の八の二の（２）に定めるものに限り、医師の判断により当
該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行っても
よい。なお、この場合の診療報酬の請求については、医療資
源の少ない地域等に所在する保険医療機関等において行う
こととし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

　 オンライン診療は、当該保険医療機関内において行う。た
だし、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手
続きの取扱いについて」の「別添３」の「別紙２」に掲げる医療
を提供しているが医療資源の少ない地域及び当該地域に準
じる地域（以下この項において「医療資源の少ない地域等」
という。） に所在する保険医療機関又は「へき地保健医療対
策事業について」（平成 13 年５月 16 日医政発第 529 号）
に規定するへき地医療拠点病院（以下（９）において、「医療
資源の少ない地域等に所在する保険医療機関等」という。）
において、当該保険医療機関で専門的な医療を提供する観
点から、「基本診療料の施設基準等」第三の八の二の（１）に
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局
長に届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診
療を行っている患者であって、「基本診療料の施設基準等」
第三の八の二の（２）に定めるものに限り、医師の判断により
当該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行って
もよい。なお、この場合の診療報酬の請求については、医療
資源の少ない地域等に所在する保険医療機関等において
行うこととし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。



33 右 下から9行目 字句挿入

87 右 上から3行目 Ａ205　救急医療管理加算 Ａ205　救急医療管理加算

　（1）～（2）　　　　略 　（1）～（2）　　　　略

字句挿入

126 右 上から6行目 Ａ245　データ提出加算 Ａ245　データ提出加算

　（1）　　　　略 　（1）　　　　略

字句訂正

（18） 　「注３」に規定するやむを得ない事情とは、当該地域
において、医師の急病時等であって、代診を立てられ
ないこと等により患者の診療継続が困難となる場合を
いう。この場合において、患者の同意を得て、二次医
療圏内の他の保険医療機関にあらかじめ診療情報の
提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関の医師
が医師の判断により初診からオンライン診療を行う場合
は、患者１人につき月１回に限り、オンライン診療料を
算定できる。なお、当該報酬の請求については、診療
情報の提供を行った保険医療機関で行うものとし、当
該報酬の分配は相互の合議に委ねる。また、診療情報
の提供を受けてオンライン診療を行うことができる保険
医療機関は、オンライン診療料の施設基準に係る届出
を行っている保険医療機関に限る。

　「注３」に規定するやむを得ない事情とは、当該地域
において、医師の急病時等であって、代診を立てられ
ないこと等により患者の診療継続が困難となる場合を
いう。この場合において、患者の同意を得て、同一の二
次医療圏内の他の保険医療機関にあらかじめ診療情
報の提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関の
医師が医師の判断により初診からオンライン診療を行う
場合は、患者１人につき月１回に限り、オンライン診療
料を算定できる。なお、当該報酬の請求については、
診療情報の提供を行った保険医療機関で行うものと
し、当該報酬の分配は相互の合議に委ねる。また、診
療情報の提供を受けてオンライン診療を行うことができ
る保険医療機関は、オンライン診療料の施設基準に係
る届出を行っている保険医療機関に限る。

（18）

（3）（3） 　救急医療管理加算２の対象となる患者は、(２)の
アからケまでに準ずる状態又はコの状態にあって、
医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると
認めた重症患者をいう。なお、当該加算は、患者が
入院時において当該状態であれば算定できるもの
であり、当該加算の算定期間中において継続して
当該状態でなくても算定できる。

　救急医療管理加算２の対象となる患者は、(２)の
アからケまでに準ずる状態又はコの状態にあって、
医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると
認めた重症患者をいう。なお、当該加算は、患者が
入院時において当該重症患者の状態であれば算
定できるものであり、当該加算の算定期間中にお
いて継続して当該状態でなくても算定できる。

（2）（2） 　当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医
療機関において、データ作成対象病棟（以下「対象病
棟」という。）に入院している患者について算定する。
データ提出加算１及び２は入院初日、データ提出加算
３及び４は入院期間が 90 日を超えるごとに 1 回算定
する。90 日を越えるごと、の計算は、入院日から起算し
て 91 日目、181 日目等と計算する。なお、ここでいう
入院とは第２部通則５に規定する入院期間中の入院の
ことをいい、データ提出加１及び２については入院期間
が通算される再入院の場合には算定できず、データ提
出加算３及び４については通算した入院期間から算出
し算定する。

　当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医
療機関において、データ作成対象病棟（以下「対象病
棟」という。）に入院している患者について算定する。
データ提出加算１及び２は入院初日、データ提出加算
３及び４は入院期間が 90 日を超えるごとに 1 回算定
する。90 日を超えるごと、の計算は、入院日から起算し
て 91 日目、181 日目等と計算する。なお、ここでいう
入院とは第２部通則５に規定する入院期間中の入院の
ことをいい、データ提出加１及び２については入院期間
が通算される再入院の場合には算定できず、データ提
出加算３及び４については通算した入院期間から算出
し算定する。



138 右 上から1行目 Ａ250　薬剤総合評価調整加算 Ａ250　薬剤総合評価調整加算

字句訂正

　（2）～（8）　　　　略 　（2）～（8）　　　　略

字句訂正

（1）（1） 　「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、
複数の薬剤が処方されている患者であって、薬物
有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス
低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容
を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更
し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取
組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て
実施している場合に算定する。
ア　患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、
　（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な
　投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ　アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問
　題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び
　看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、
　薬剤の総合的な評価を行い、適切な用法及び用量
　への変更、副作用の被疑薬の中止及びより有効性・
　安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更
　を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等
　に記載する。
ウ　当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更す
　る際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対
　して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて
　当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な
　注意の啓発を行う。なお、ここでいうポリファーマシー
　とは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それ
　に関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、
　服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」を
　いう。
エ　処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有
　無ついて、多職種で確認し、必要に応じて、再度カン
　ファレンスにおいて総合的に評価を行う。

　「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、
複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物
有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス
低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容
を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更
し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取
組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て
実施している場合に算定する。
ア　患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、
　（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な
　投与を要する薬剤等の確認を行う。
イ　アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問
　題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び
　看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、
　薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変
　更、副作用の被疑薬の中止及びより有効性・安全
　性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を
　行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録
　等に記載する。
ウ　当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更す
　る際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対
　して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて
　当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な
　注意の啓発を行う。なお、ここでいうポリファーマシー
　とは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それ
　に関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、
　服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」を
　いう。
エ　処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有
　無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度
　カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。

（9）（9） 　「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に
規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要
件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少
又は合剤への変更等により、退院時に処方され
る内服薬が減少したことを評価したものである。

　「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に
規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要
件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少
等により、退院時に処方される内服薬が減少し
たことを評価したものである。



148 右 下から17行目 Ａ301　特定集中治療室管理料 Ａ301　特定集中治療室管理料

字句訂正

155 右 上から5行目 Ａ303　総合周産期特定集中治療室管理料 Ａ303　総合周産期特定集中治療室管理料

字句挿入

155 右 下から2行目 Ａ303-2　新生児治療回復室入院医療管理料 Ａ303-2　新生児治療回復室入院医療管理料

字句訂正

176 右 上から3行目 Ａ311　精神科救急入院料 Ａ311　精神科救急入院料

字句訂正

（5）（5） 　「１」の母体・胎児集中治療室管理料を算定す
る場合は、アからカまでのいずれに該当するか
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
「２」の新生児集中治療室管理料を算定する場合
は、区分「Ａ３０２」新生児特定集中治療室管理料
の(１)のアからスまでのいずれに該当するかを診
療報酬明細書の摘要欄に記載する。

　「１」の母体・胎児集中治療室管理料を算定す
る場合は、(２)のアからカまでのいずれに該当す
るかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
「２」の新生児集中治療室管理料を算定する場合
は、区分「Ａ３０２」新生児特定集中治療室管理料
の(１)のアからスまでのいずれに該当するかを診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

（2） 　算定対象となる新生児は、次に掲げる状態に
あって、保険医が入院医療管理が必要であると認
めた者である。
 ア から ス (略)

　算定対象となる新生児は、次に掲げる状態に
あって、医師が入院医療管理が必要であると認
めた者である。
 ア から ス　(略)

（2）

（3）（3） 　（１）のウに該当する患者については、当該保険医
療機関の他の病棟から転棟後、当該病棟において
クロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限
度として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投
与を中止した場合については、以下の取扱いとする。
ア　クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止
　した場合は、投与中止日から２週間まで当該入院
　料を算定できる。
イ　患者事由により、投与を中止した場合は、投与中
　止日まで当該入院料を算定できる。

　（１）のウに該当する患者については、当該保険医
療機関の他の病棟から転棟後、当該病棟において
クロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限
度として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投
与を中止した場合については、以下の取扱いとする。
ア　クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減
　少症により、投与を中止した場合は、投与中止日か
　ら２週間まで当該入院料を算定できる。
イ　ア以外の事由により、投与を中止した場合は、投
　与中止日まで当該入院料を算定できる。

（6） 　「注５」に規定する加算を算定する場合には、
日本集中治療医学会の「日本版重症患者の
栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実
施すること。また、入室患者全員に栄養スクリ
ーニングを実施し、抽出された患者に対し、次
の項目を実施すること。なお、アからウは入室
後 48 時間以内に実施すること。
 アからウまで(略)
 エ 経腸栄養開始後は、１日に３回以上のモニ
　タリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応
　じて計画の見直すとともに栄養管理を実施
 オ・カ(略)

（6） 　「注５」に規定する加算を算定する場合には、
日本集中治療医学会の「日本版重症患者の
栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実
施すること。また、入室患者全員に栄養スクリ
ーニングを実施し、抽出された患者に対し、次
の項目を実施すること。なお、アからウは入室
後 48 時間以内に実施すること。
 アからウまで(略)
 エ 経腸栄養開始後は、１日に３回以上のモニ
　タリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応
　じて計画を見直すとともに栄養管理を実施
 オ・カ(略)



　（4）～（17）　　　　略 　（4）～（17）　　　　略

178 右 上から20行目 字句挿入

179 右 上から9行目 Ａ311-2　精神科急性期治療病棟入院料 Ａ311-2　精神科急性期治療病棟入院料

字句訂正

　（5）～（10）　　　　略 　（5）～（10）　　　　略

179 右 下から1行目 字句挿入

（18） 　（１）のウに該当する患者について、当該病棟におい
てクロザピンの投与を開始した日を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロ
ザピンの投与を中止した場合は、投与中止日及び投
与を中止した理由を（３）のア又はイのいずれか該当す
るものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あ
わせて、同一の保険医療機関において、（１）のウに該
当する患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピ
ンの投与を中止したことがある場合は、転棟する以前
の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通
算の投与中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。なお、通算の投与中止回数に（３）のア又はイ
のいずれかに該当するものとして中止した場合は含め
ないこと。

(新設）

（4）（4） 　（１）のウに該当する患者については、当該保険医
療機関の他の病棟から転棟後、当該病棟において
クロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限
度として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投
与を中止した場合については、以下の取扱いとする。
 ア　クロザピンの副作用等の事由により、投与を中
　止した場合は、投与中止日から２週間まで当該入
　院料を算定できる。
イ　患者事由により、投与を中止した場合は、投与
　中止日まで当該入院料を算定できる。

　（１）のウに該当する患者については、当該保険医
療機関の他の病棟から転棟後、当該病棟において
クロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限
度として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投
与を中止した場合については、以下の取扱いとする。
 ア　クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減
　少症により、投与を中止した場合は、投与中止日か
　ら２週間まで当該入院料を算定できる。
イ　ア以外の事由により、投与を中止した場合は、投
　与中止日まで当該入院料を算定できる。

（11） (新設）　（１）のウに該当する患者について、当該病棟におい
てクロザピンの投与を開始した日を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロ
ザピンの投与を中止した場合は、投与中止日及び投
与を中止した理由を（４）のア又はイのいずれか該当す
るものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あ
わせて、同一の保険医療機関において、（１）のウに該
当する患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピ
ンの投与を中止したことがある場合は、転棟する以前
の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通
算の投与中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。なお、通算の投与中止回数に（４）のア又はイ
のいずれかに該当するものとして中止した場合は含め
ないこと。



181 右 上から1行目 Ａ311-3　精神科救急・合併症入院料 Ａ311-3　精神科救急・合併症入院料

字句訂正

　（4）～（11）　　　　略 　（4）～（11）　　　　略

181 右 下から9行目 字句挿入

269 右 下から16行目 B005-1-2　介護支援等連携指導料 B005-1-2　介護支援等連携指導料

字句挿入（8）（8） 　当該共同指導は、当該患者が入院している保険
医療機関の医療関係職種と介護支援専門員又は
相談支援専門員が、患者が入院している保険医療
機関において実施することが原則であるが、ビデ
オ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合で
も算定可能である。

　当該共同指導は、当該患者が入院している保険
医療機関の医療関係職種と介護支援専門員又は
相談支援専門員が、患者が入院している保険医療
機関において実施することが原則であるが、ビデ
オ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合で
も算定可能である。この場合において、患者の個人
情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、
患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の
電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末において共同指導を実施す
る場合には、厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」に対応していること。

（3）（3） 　（１）のウに該当する患者については、当該保険医
療機関の他の病棟から転棟後、当該病棟においてク
ロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限度
として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投与を
中止した場合については、以下の取扱いとする。
 ア　クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止
　した場合は、投与中止日から２週間まで当該入院
　料を算定できる。
イ　患者事由により、投与を中止した場合は、投与中
　止日まで当該入院料を算定できる。

　（１）のエに該当する患者については、当該保険医
療機関の他の病棟から転棟後、当該病棟においてク
ロザピンの投与を開始した日から起算して３月を限度
として算定する。ただし、クロザピンの投与後に投与を
中止した場合については、以下の取扱いとする。
 ア　クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減
　少症により、投与を中止した場合は、投与中止日か
　ら２週間まで当該入院料を算定できる。
イ　ア以外の事由により、投与を中止した場合は、投与
　中止日まで当該入院料を算定できる。

（12） 　（１）のエに該当する患者について、当該病棟におい
てクロザピンの投与を開始した日を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。また、当該病棟において、クロ
ザピンの投与を中止した場合は、投与中止日及び投
与を中止した理由を（３）のア又はイのいずれか該当す
るものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。あ
わせて、同一の保険医療機関において、（１）のエに該
当する患者として当該病棟へ転棟する以前にクロザピ
ンの投与を中止したことがある場合は、転棟する以前
の直近の投与中止日及び同一入院期間中における通
算の投与中止回数を診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。なお、通算の投与中止回数に（３）のア又はイ
のいずれかに該当するものとして中止した場合は含め
ないこと。

(新設）



299 右 下から11行目 B013　療養費同意書交付料 B013　療養費同意書交付料

字句訂正

　（2）～（4）　　　　略 　（2）～（4）　　　　略

字句挿入

略 略 字句訂正

（5） 　初療の日から３月（変形徒手矯正術に係るもの
については１月）を経過してさらにこれらの施術
を受ける必要がある場合において、同意書等を再
度交付する場合にも別に算定できる。ただし、同
意書等によらず、医師の同意によった場合には算
定できない。

（5） 　患者が同意書等により療養費の支給可能な期間（初
療又は同意の日から６月。変形徒手矯正術に係るもの
については１月）を超えてさらにこれらの施術を受ける
必要がある場合において、医師が当該患者に対し同
意書等を再度交付する場合にも別に算定できる。ただ
し、同意書等によらず、医師の同意によった場合には
算定できない。

（6） (新設）　同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日
が月の 15 日以前の場合は当該月の４ヶ月後の月の末
日、月の 16 日以降の場合は当該月の５ヶ月後の月の
末日までの交付については算定できない。ただし、変
形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起
算して１ヶ月以内の交付については１回に限り算定で
きる。

（6）（7）

（1）（1） 　原則として当該疾病に係る主治の医師が、診察
に基づき、療養の給付を行うことが困難であると
認めた患者に対し、あん摩・マッサージ・指圧、
はり、きゅうの施術に係る同意書又は診断書（以下
「同意書等」という。）を交付した場合に算定する。

　当該疾病について現に診察している主治の医師（緊
急その他やむを得ない場合は主治の医師に限らな
い。）が、当該診察に基づき、（２）から（４）までの療養
費の支給対象に該当すると認めた患者に対し、あん
摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る同意書
又は診断書（以下「同意書等」という。）を交付した場合
に算定する。



391 右 上から22行目 C152-2　持続血糖測定器加算 C152-2　持続血糖測定器加算

字句訂正

　（2）～（6）　　　　略 　（2）～（6）　　　　略

（1）（1） 　入院中の患者以外の患者であって次に掲げる者に
対して、持続的に測定した血糖値に基づく指導を行う
ために持続血糖測定器を使用した場合に算定する。
　ア　(略)
　イ　間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測
　　定器を用いる場合
　　(イ)　急性発症若しくは劇症１型糖尿病患者又は膵
　　　　全摘後の患者であって、皮下インスリン注入療
　　　　法を行っている者。
　　(ロ)　内因性インスリン分泌の欠乏（空腹時血清 C
　　　　 ペプチドが 0.5mg/ml 未満を示すものに限る。）
　　　　を認め、低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事
　　　　象がおきている血糖コントロールが不安定な２型
　　　　糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コ
　　　　ントロールを行う意志のある、皮下インスリン注入
　　　　療法を行っている者。

　入院中の患者以外の患者であって次に掲げる者に
対して、持続的に測定した血糖値に基づく指導を行う
ために持続血糖測定器を使用した場合に算定する。
　ア　(略)
　イ　間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測
　　定器を用いる場合
　　(イ)　急性発症若しくは劇症１型糖尿病患者又は膵
　　　　全摘後の患者であって、皮下インスリン注入療
　　　　法を行っている者。
　　(ロ)　内因性インスリン分泌の欠乏（空腹時血清 C
　　　　 ペプチドが 0.5ng/ml 未満を示すものに限る。）
　　　　を認め、低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事
　　　　象がおきている血糖コントロールが不安定な２型
　　　　糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コ
　　　　ントロールを行う意志のある、皮下インスリン注入
　　　　療法を行っている者。



392 右 上から13行目 字句訂正

417 右 下から15行目 D004-2　悪性腫瘍組織検査 D004-2　悪性腫瘍組織検査

字句訂正

432 右 下から12行目 D006-21　血液粘弾性検査（一連につき） D006-21　血液粘弾性検査（一連につき）

字句訂正（1）（1） 　開心術（人工心肺を用いたものに限る。）を行う患者
に対して、血液製剤等の投与の必要性の判断又は血
液製剤等の投与後の評価を目的として行った場合に
算定できる。

　心臓血管手術（人工心肺を用いたものに限る。）を行
う患者に対して、血液製剤等の投与の必要性の判断
又は血液製剤等の投与後の評価を目的として行った
場合に算定できる。

（7）（7） 　間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖
測定器を用いる場合には、次のいずれも満たす
場合に算定できる。
ア・イ　(略)
ウ　次のいずれかに掲げる者が、患者又は患者
　家族等に対し、持続血糖測定器の使用方法の
　十分な説明や持続血糖測定器の結果に基づく
　低血糖及び高血糖への対応等、必要な指導を
　行っている。
　 (イ)　糖尿病の治療に関し、専門の知識及び
　　　　５年以上の経験を有する常勤の
　　　　医師。
　 (ロ)　糖尿病の治療に関し、治療持続皮下イ
　　　　ンスリン注入療法に従事した経験を２年
　　　　以上有し、持続血糖測定器に係る適切な
　　　　研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師。
　　　　なお、ここでいう適切な研修とは、次の事項
　　　　に該当する研修のことをいう。
　　　① 医療関係団体が主催する研修である。
　　　② 糖尿病患者への生活習慣改善の意
　　　　義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、
　　　　持続血糖測定器に関する理解・活用及び事
　　　　例分析・評価等の内容が含まれているもの
　　　　である。

　間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖
測定器を用いる場合には、次のいずれも満たす
場合に算定できる。
ア・イ　(略)
ウ　次のいずれかに掲げる者が、患者又は患者
　家族等に対し、持続血糖測定器の使用方法の
　十分な説明や持続血糖測定器の結果に基づく
　低血糖及び高血糖への対応等、必要な指導を
　行っていること。
　 (イ)　糖尿病の治療に関し、専門の知識及び
　　　　５年以上の経験を有し、持続血糖測定器
　　　　に係る適切な研修を修了した常勤の医師。
　 (ロ)　糖尿病の治療に関し、治療持続皮下イ
　　　　ンスリン注入療法に従事した経験を２年
　　　　以上有し、持続血糖測定器に係る適切な
　　　　研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師。
エ　ウの（イ）及び（ロ）に掲げる適切な研修とは、
　次の事項に該当する研修のことをいう。
　　(イ)　医療関係団体が主催する研修である。
　　(ロ)　糖尿病患者への生活習慣改善の意
　　　　義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、
　　　　持続血糖測定器に関する理解・活用及び事
　　　　例分析・評価等の内容が含まれているもの
　　　　であること。

（5）（5） 　患者から１回に採取した組織等を用いて同一がん種
に対して「１」の「イ」処理が容易なものと「１」の「ロ」処理
が複雑なものを実施した場合は、それぞれの点数所定
点数を合算した点数により算定する。

　患者から１回に採取した組織等を用いて同一がん種
に対して「１」の「イ」処理が容易なものと「１」の「ロ」処理
が複雑なものを実施した場合は、「注１」及び「注２」の
規定に基づき、それぞれの検査の項目数に応じた点
数を合算した点数により算定する。



473 右 上から2行目 D023　微生物核酸同定・定量検査 D023　微生物核酸同定・定量検査

字句訂正（17） 　SARS-CoV-2（新型コロナウイルスをいう。以下同
じ。）核酸検出は、喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、咽
頭拭い液、鼻腔吸引液又は鼻腔拭い液からの検体を
用いて、国立感染症研究所が作成した「病原体検出マ
ニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれ
に準じたもの又は体外診断用医薬品のうち、使用目的
又は効果として、SARS-CoV-2 の検出（COVID-19 の
診断又は診断の補助）を目的として薬事承認又は認証
を得ているものにより、COVID-19（新型コロナウイルス
感染症をいう。以下同じ。）の患者であることが疑われる
者に対しCOVID-19 の診断を目的として行った場合又
は COVID-19 の治療を目的として入院している者に
対し退院可能かどうかの判断を目的として実施した場
合に限り算定できる。ただし、感染症の発生の状況、動
向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を
目的として実施した場合は算定できない。
　採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感
染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013－2014
版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に
従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設
へ輸送し検査を委託して実施した場合は、本区分の
「14」ＳＡＲＳコロナウイルス核酸検出の所定点数４回分
を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合
は、同点数３回分を合算した点数を準用して算定す
る。なお、検体採取を行った保険医療機関以外の施設
へ輸送し検査を委託して実施した場合は、検査を実施
した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

　SARS-CoV-2（新型コロナウイルスをいう。以下同
じ。）核酸検出は、喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、咽
頭拭い液、鼻腔吸引液又は鼻腔拭い液からの検体を
用いて、国立感染症研究所が作成した「病原体検出マ
ニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれ
に準じたもの又は体外診断用医薬品のうち、使用目的
又は効果として、SARS-CoV-2 の検出（COVID-19 の
診断又は診断の補助）を目的として薬事承認又は認証
を得ているものにより、COVID-19（新型コロナウイルス
感染症をいう。以下同じ。）の患者であることが疑われる
者に対しCOVID-19 の診断を目的として行った場合又
は COVID-19 の治療を目的として入院している者に
対し退院可能かどうかの判断を目的として実施した場
合に限り算定できる。ただし、感染症の発生の状況、動
向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を
目的として実施した場合は算定できない。
　採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感
染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013－2014
版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に
従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設
へ輸送し検査を委託して実施した場合は、本区分の
「14」ＳＡＲＳコロナウイルス核酸検出の所定点数４回分
を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合
は、同点数３回分を合算した点数を準用して算定す
る。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医
療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した
場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

（17）



533 右 下から6行目 D285　認知機能検査その他の心理検査 D285　認知機能検査その他の心理検査

字句挿入

　（6）～（9）　　　　略 　（6）～（9）　　　　略

（5）（5） 　区分「Ｄ２８３」発達及び知能検査の「２」は、ＭＣＣベ
ビーテスト、ＰＢＴピクチュア・ブロック知能検査、新版Ｋ
式発達検査、ＷＰＰＳＩ知能診断検査、全訂版田中ビ
ネー知能検査、田中ビネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー
式知能検査、ＷＩＳＣ－Ｒ知能検査、ＷＡＩＳ－Ｒ成人知
能検査（ＷＡＩＳを含む。）、大脇式盲人用知能検査、ベ
イリー発達検査及びＶｉｎｅｌａｎｄ－Ⅱ日本版である。

　区分「Ｄ２８３」発達及び知能検査の「２」は、ＭＣＣベ
ビーテスト、ＰＢＴピクチュア・ブロック知能検査、新版Ｋ
式発達検査、ＷＰＰＳＩ知能診断検査、ＷＰＰＳＩ－Ⅲ知
能診断検査、全訂版田中ビネー知能検査、田中ビ
ネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、ＷＩＳＣ－Ｒ
知能検査、ＷＡＩＳ－Ｒ成人知能検査（ＷＡＩＳを含
む。）、大脇式盲人用知能検査、ベイリー発達検査及
びＶｉｎｅｌａｎｄ－Ⅱ日本版である。

　COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診
断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定
までの間に、上記のように合算した点数を 1 回に限り
算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性で
あったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合
は、上記のように合算した点数をさらに１回に限り算定
できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。COVID-19
の治療を目的として入院している者に対し、退院可能
かどうかの判断を目的として実施した場合は、「感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就
業制限の取扱いについて（一部改正）」（令和２年２月
18 日健感発 0218 第３号）の「第１ 退院に関する基準」
に基づいて実施した場合に限り、１回の検査つき上記
のように合算した点数を算定する。なお、検査を実施し
た日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記
載する。

　COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診
断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定
までの間に、上記のように合算した点数を 1 回に限り
算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性で
あったものの、COVID-19 以外の診断がつかず、本検
査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数
をさらに１回に限り算定できる。なお、本検査が必要と
判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。COVID-19 の治療を目的として入院してい
る者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として実施
した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律における新型コロナウイルス感染
症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部
改正）」（令和２年２月 18 日健感発 0218 第３号）の「第
１ 退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限
り、１回の検査につき上記のように合算した点数を算定
する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。



534 右 上から20行目 字句訂正

　（11）～（14）　　　　略 　（11）～（14）　　　　略

535 右 下から1行目 字句挿入

600 右 上から16行目 F200　薬剤 F200　薬剤

字句挿入

　（5）～（6）　　　　略 　（5）～（6）　　　　略

602 右 上から4行目
字句訂正

（4）（4） 　「注１」における「その他の特定の疾患」とは、難病の
患者に対する医療等に関する法律第５条に規定する
指定難病（同法第７条第４項に規定する医療受給者証
を交付されている患者（同条第１項各号に規定する特
定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診
断を受けたものを含む。）に係るものに限る。）又は「特
定疾患治療研究事業について」に掲げる疾患（当該疾
患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者
証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンにつ
いては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場
合等を含む。）をいう。

　「注１」における「その他の特定の疾患」とは、難病の
患者に対する医療等に関する法律第５条第１項に規定
する指定難病（同法第７条第４項に規定する医療受給
者証を交付されている患者（同条第１項各号に規定す
る特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとし
て診断を受けたものを含む。）に係るものに限る。）又は
「特定疾患治療研究事業について」に掲げる疾患（当
該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受
給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモン
については過去に公的な認定を受けたことが確認でき
る場合等を含む。）をいう。

（7）（7） 　 「注４」については、区分番号「Ｆ１００」処方料の(12)
に準じるものとする。

　 「注４」については、区分番号「Ｆ１００」処方料の(11)
に準じるものとする。

（10）（10） 　区分「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の
「１」の「イ」の簡易なものとは、ＭＡＳ不安尺度、ＭＥＤＥ
多面的初期認知症判定検査、ＡＱ日本語版、日本語
版ＬＳＡＳ－Ｊ、Ｍ－ＣＨＡＴ、長谷川式知能評価スケー
ル及びＭＭＳＥのことをいい、「ロ」のその他のものと
は、ＣＡＳ不安測定検査、ＳＤＳうつ性自己評価尺度、
ＣＥＳ－Ｄうつ病（抑うつ状態）自己評価尺度、ＨＤＲＳ
ハミルトンうつ病症状評価尺度、ＳＴＡＩ状態・特性不安
検査、ＰＯＭＳ、ＰＯＭＳ２、ＩＥＳ－Ｒ、ＰＤＳ、ＴＫ式診断
的新親子関係検査、ＣＭＩ健康調査票、ＧＨＱ精神健
康評価票、ブルドン抹消検査、ＷＨＯ ＱＯＬ26、ＣＯＧ
ＮＩＳＴＡＴ、ＳＩＢ、Ｃｏｇｈｅａｌｔｈ（医師、看護師又は臨床
心理技術者が検査に立ち会った場合に限る。）、ＮＰＩ、
ＢＥＨＡＶＥ－ＡＤ、音読検査（特異的読字障害を対象
にしたものに限る。）、ＷＵＲＳ、ＭＣＭＩ－Ⅱ、ＭＯＣＩ邦
訳版、ＤＥＳ－Ⅱ、ＥＡＴ－26、ＳＴＡＩ－Ｃ状態・特性不
安検査（児童用）、ＤＳＲＳ－Ｃ、前頭葉評価バッテ
リー、ストループテスト、ＭｏＣＡ－Ｊ及びＣｌｉｎｉｃａｌ Ｄｅｍ
ｅｎｔｉａ Ｒａｔｉｎｇ（ＣＤＲ）である。

　区分「Ｄ２８５」認知機能検査その他の心理検査の
「１」の「イ」の簡易なものとは、ＭＡＳ不安尺度、ＭＥＤＥ
多面的初期認知症判定検査、ＡＱ日本語版、日本語
版ＬＳＡＳ－Ｊ、Ｍ－ＣＨＡＴ、長谷川式知能評価スケー
ル及びＭＭＳＥのことをいい、「ロ」のその他のものと
は、ＣＡＳ不安測定検査、ＳＤＳうつ性自己評価尺度、
ＣＥＳ－Ｄうつ病（抑うつ状態）自己評価尺度、ＨＤＲＳ
ハミルトンうつ病症状評価尺度、ＳＴＡＩ状態・特性不安
検査、ＰＯＭＳ、ＰＯＭＳ２、ＩＥＳ－Ｒ、ＰＤＳ、ＴＫ式診断
的新親子関係検査、ＣＭＩ健康調査票、ＧＨＱ精神健
康評価票、ブルドン抹消検査、ＷＨＯ ＱＯＬ26、ＣＯＧ
ＮＩＳＴＡＴ、ＳＩＢ、Ｃｏｇｈｅａｌｔｈ（医師、看護師又は公認
心理師が検査に立ち会った場合に限る。）、ＮＰＩ、ＢＥ
ＨＡＶＥ－ＡＤ、音読検査（特異的読字障害を対象にし
たものに限る。）、ＷＵＲＳ、ＭＣＭＩ－Ⅱ、ＭＯＣＩ邦訳
版、ＤＥＳ－Ⅱ、ＥＡＴ－26、ＳＴＡＩ－Ｃ状態・特性不安
検査（児童用）、ＤＳＲＳ－Ｃ、前頭葉評価バッテリー、
ストループテスト、ＭｏＣＡ－Ｊ及びＣｌｉｎｉｃａｌ Ｄｅｍｅｎｔｉａ
Ｒａｔｉｎｇ（ＣＤＲ）である。

（15） (新設）　平成 31 年４月１日から当分の間、以下のいずれかの
要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア　平成 31 年３月 31 日時点で、臨床心理技術者とし
　て保険医療機関に従事していた者
イ　公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する
　者



666 右 上から7行目 I002　通院・在宅精神療法 I002　通院・在宅精神療法

字句訂正

701 右 上から18行目 I016　精神科在宅患者支援管理料

字句挿入

728 右 下から15行目 J038-2　持続緩徐式血液濾過 J038-2　持続緩徐式血液濾過

字句訂正

732 右 上から6行目 J039　血漿交換療法 J039　血漿交換療法

(新設）（16） 　令和２年３月 31 日時点で、現に精神科在宅患者支
援管理料「１」のハを算定している患者については、令
和３年３月 31 日までの間に限り、引き続き算定できる。

（2）（2） 　持続緩徐式血液濾過は、次のアからケまでに掲げる
いずれかの状態の患者に算定できる。ただし、キ及び
クの場合にあっては一連につき概ね８回を限度とし、ケ
の場合にあっては一連につき月 10 回を限度として３
月間に限って算定する。
ア ・イ　(略)
ウ　急性腎障害と診断された薬物中毒の患者
エ から ケまで　(略)

　持続緩徐式血液濾過は、次のアからケまでに掲げる
いずれかの状態の患者に算定できる。ただし、キ及び
クの場合にあっては一連につき概ね８回を限度とし、ケ
の場合にあっては一連につき月 10 回を限度として３
月間に限って算定する。
ア・イ　(略)
ウ　薬物中毒の患者
エからケまで　(略)

（21）（21） 　「注８」に規定する療養生活環境整備指導加算は、通
院・在宅精神療法の「１」を算定する患者について、当
該保険医療機関における直近の入院において、区分
番号「Ｂ０１５」精神科退院時共同指導料の「１」精神科
退院時共同指導料１を算定した患者であって、退院し
た日の属する月の翌月末日までに当該保険医療機関
を受診したもの又はその家族等に対して、精神科を担
当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保
健福祉士が、療養生活環境を整備するための指導を
行った場合に月１回に限り算定できる。なお、実施に当
たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。また、精
神科退院時共同指導料１を算定した月と当該加算を算
定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要
欄に直近の精神科退院時共同指導料１を算定した年
月を記載すること。

　「注８」に規定する療養生活環境整備指導加算は、通
院・在宅精神療法の「１」を算定する患者について、精
神病棟における直近の入院において、区分番号「Ｂ０１
５」精神科退院時共同指導料の「１」精神科退院時共同
指導料１を算定した患者であって、退院した日の属す
る月の翌月末日までに当該保険医療機関を受診した
もの又はその家族等に対して、精神科を担当する医師
の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士
が、療養生活環境を整備するための指導を行った場合
に月１回に限り算定できる。なお、実施に当たっては、
以下の要件をいずれも満たすこと。また、精神科退院
時共同指導料１を算定した月と当該加算を算定する月
が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に直近
の精神科退院時共同指導料１を算定した年月を記載
すること。



字句挿入

812 右 上から5行目 ※断端形成術（軟部形成のみのもの） K086　断端形成術（軟部形成のみのもの）

字句挿入

812 右 上から6行目 ※断端形成術（骨形成を要するもの） K087　断端形成術（骨形成を要するもの）

字句挿入

884 右 上から1行目 K546　経皮的冠動脈形成術 K546　経皮的冠動脈形成術

字句訂正

886 右 下から20行目 K547　経皮的冠動脈粥腫切除術 K547　経皮的冠動脈粥腫切除術

字句訂正（1）（1） 　一方向から造影して 75％以上の狭窄病変が存在す
る症例に対して当該手術を行った場合に算定する。な
お、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定
する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にそ
の理由及び医学的根拠を詳細に記載する。

　区分「Ｄ２０６」に掲げる心臓カテーテル法における
75％以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手
術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づ
きこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、
診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根
拠を詳細に記載すること。

（17）（17） 　当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症
については、次のいずれかに該当する者のうち、黄色
腫を伴い、負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈
硬化が明らかな場合であり、維持療法としての当該療
法の実施回数は週１回を限度として算定する。
ア　空腹時定常状態の血清ＬＤＬコレステロール値が
　 370mg/dＬを超えるホモ接合体の者
イ　薬物療法を行っても血清ＬＤＬコレステロール値が
　 170mg/dＬ以下に下がらないヘテロ接合体の者

　当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症
については、次のいずれかに該当する者のうち、黄色
腫を伴い、負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈
硬化が明らかな場合であり、維持療法としての当該療
法の実施回数は週１回を限度として算定する。
ア　空腹時定常状態の血清ＬＤＬコレステロール値が
　 370mg/dＬを超えるホモ接合体の者
イ　食事療法及び薬物療法を行っても血清ＬＤＬコレス
　テロール値が 170mg/dＬ以下に下がらないヘテロ接
　合体の者

　手指又は足趾の切断術を行った場合は、区分「Ｋ０８
６」の「１」に掲げる断端形成術（軟部形成のみのもの）
指（手、足）又は区分「Ｋ０８７」の「１」に掲げる断端形成
術（骨形成を要するもの）指（手、足）のいずれかの所
定点数により算定する。

(新設）

(新設）　手指又は足趾の切断術を行った場合は、区分「Ｋ０８
６」の「１」に掲げる断端形成術（軟部形成のみのもの）
指（手、足）又は区分「Ｋ０８７」の「１」に掲げる断端形成
術（骨形成を要するもの）指（手、足）のいずれかの所
定点数により算定する。

（1）（1） 　一方向から造影して 75％以上の狭窄病変が存在す
る症例に対して当該手術を行った場合に算定する。な
お、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定
する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にそ
の理由及び医学的根拠を詳細に記載する。

　区分「Ｄ２０６」に掲げる心臓カテーテル法における
75％以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手
術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づ
きこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、
診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根
拠を詳細に記載すること。



888 右 上から1行目 K549　経皮的冠動脈ステント留置術 K549　経皮的冠動脈ステント留置術

字句訂正

941 右 上から1行目 K716　小腸切除術 K716　小腸切除術

字句挿入

941 右 上から5行目 K716-2　腹腔鏡下小腸切除術 K716-2　腹腔鏡下小腸切除術

字句挿入

945 右 下から10行目 K726　人工肛門造設術 K726　人工肛門造設術

字句訂正

946 右 下から9行目 K732　人工肛門閉鎖術 K732　人工肛門閉鎖術

字句挿入

 

964 右 上から1行目 K823-6　尿失禁手術（ボツリヌス毒素によるもの） K823-6　尿失禁手術（ボツリヌス毒素によるもの）

字句訂正

（1） 　一方向から造影して 75％以上の狭窄病変が存在す
る症例に対して当該手術を行った場合に算定する。な
お、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定
する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にそ
の理由及び医学的根拠を詳細に記載する。

（1） 　区分「Ｄ２０６」に掲げる心臓カテーテル法における
75％以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手
術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づ
きこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、
診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根
拠を詳細に記載すること。

　区分「Ｋ７４０」直腸切除・切除術の「４」を行った場合
の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、そ
れぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

　区分「Ｋ７４０」直腸切除・切除術の「５」を行った場合
の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、そ
れぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

　「１」については、クローン病の患者のうち、複雑な瘻
孔形成や膿瘍形成のあるもの又は悪性腫瘍に対して
小腸切除術を実施した場合は、本区分の所定点数に
より算定する。

　「１」については、クローン病の患者のうち、複雑な瘻
孔形成や膿瘍形成のあるもの又は悪性腫瘍に対して
小腸切除術を実施した場合は、本区分の所定点数に
より算定する。

　「１」については、クローン病の患者のうち、複雑な瘻
孔形成や膿瘍形成のあるものに対して小腸切除術を
実施した場合は、本区分の所定点数により算定する。

　「１」については、クローン病の患者のうち、複雑な瘻
孔形成や膿瘍形成のあるものに対して小腸切除術を
実施した場合は、本区分の所定点数により算定する。

　「２」の「イ｣直腸切除術後のものについては、悪性腫瘍に対
する直腸切除術の際に造設した人工肛門に対して、人工肛
門閉鎖術を行った場合に算定する。

　「２」の「イ｣直腸切除術後のものについては、悪性腫瘍に対
する直腸切除術（ハルトマン手術）の際に造設した人工肛門
に対して、人工肛門閉鎖術を行った場合に算定する。

（1）（1） 　過活動性膀胱又は神経因性排尿筋過活動の患者で
あって、行動療法、各種抗コリン薬及びβ3 作動薬を
含む薬物療法を単独又は併用療法として、少なくとも
12 週間の継続治療を行っても効果が得られない又は
継続が困難と医師が判断したものに対して行った場合
に限り、算定できる。

　過活動膀胱又は神経因性膀胱の患者であって、行
動療法、各種抗コリン薬及びβ3 作動薬を含む薬物療
法を単独又は併用療法として、少なくとも 12 週間の継
続治療を行っても効果が得られない又は継続が困難と
医師が判断したものに対して行った場合に限り、算定
できる。



988 右 上から4行目 K936　自動縫合器加算 K936　自動縫合器加算

字句訂正

調12 右 下から1行目 通則

字句挿入

調13 右 上から16行目 00　調剤基本料 00　調剤基本料

　1　受付回数等 　1　受付回数等

字句挿入

調14 右 上から2行目 　4　調剤基本料の注７に規定する保険薬局 　4　調剤基本料の注７に規定する保険薬局

字句訂正

調14 右 上から22行目 　5　分割調剤 　5　分割調剤

8. 　署名又は記名・押印を要する文書については、自筆
の署名（電子的な署名を含む。）がある場合には印は
不要である。

(新設）

（3）（3） 　複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまと
めて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞ
れ数え２回以上とする。また、この場合において、当該
受付のうち、１回目は調剤基本料の所定点数を算定
し、２回目以降は「注３」により調剤基本料の所定点数
を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入し
た点数を算定する。

　複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋
を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回
数はそれぞれ数え２回以上とする。また、この場合にお
いて、当該受付のうち、１回目は調剤基本料の所定点
数を算定し、２回目以降は「注３」により調剤基本料の
所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を
四捨五入した点数を算定する。なお、当該注３の規定
は、注８から注 10 までの分割調剤に係る処方箋には
適用しない。

（1）（1） 　後発医薬品の調剤数量割合が４割未満の保険薬局
（処方箋受付回数が１月に 600回以下の場合を除く。）
である場合は、調剤基本料を２点減算する。なお、詳
細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準
等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通
知)」（令和２年３月５日保医発 0305 第３号）を参照する
こと。

　後発医薬品の調剤数量割合が４割以下の保険薬局
（処方箋受付回数が１月に 600回以下の場合を除く。）
である場合は、調剤基本料を２点減算する。なお、詳
細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準
等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通
知)」（令和２年３月５日保医発 0305 第３号）を参照する
こと。

（1）（1）  　区分「Ｋ５１４－３」、「Ｋ５１５－５」、「Ｋ５５２」、「Ｋ５５２
－２」、「Ｋ６７４」、「Ｋ６７４－２」、「Ｋ６７５」の「２」から「Ｋ
６７５」の「５」まで、「Ｋ６７７」、「Ｋ６７７－２」、「Ｋ６８０」、
「Ｋ６８４－２」、「Ｋ６９６」、「Ｋ７０５」、「Ｋ７０６」、「Ｋ７１６
－３」及び「Ｋ７１６－５」に掲げる手術に当たって自動
縫合器を使用した場合は、２個を限度として当該加算
点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

 　区分「Ｋ５１４－３」、「Ｋ５１４－５」、「Ｋ５５２」、「Ｋ５５２
－２」、「Ｋ６７４」、「Ｋ６７４－２」、「Ｋ６７５」の「２」から「Ｋ
６７５」の「５」まで、「Ｋ６７７」、「Ｋ６７７－２」、「Ｋ６８０」、
「Ｋ６８４－２」、「Ｋ６９６」、「Ｋ７０５」、「Ｋ７０６」、「Ｋ７１６
－３」及び「Ｋ７１６－５」に掲げる手術に当たって自動
縫合器を使用した場合は、２個を限度として当該加算
点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。



字句訂正

調16 右 下から23行目

6. 字句訂正

調28 右 上から1行目 ※薬学管理料 ※薬学管理料

1　通則
字句挿入

調30 右 上から22行目 10　薬剤服用歴管理指導料 10　薬剤服用歴管理指導料

　2　薬剤服用歴管理指導料 　2　薬剤服用歴管理指導料 字句挿入

（3） （3） 　患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
アからエまで(略)
オ　当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関
　等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に
　利用する薬局があれば、その名称及び保険薬局又
　は保険 薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患
　者に促すこと。
 カ (略)

　患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
アからエまで(略)
オ　当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関
　等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に
　利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬
　局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよ
　う患者に促すこと。
 カ (略)

（4）（4） 　医師の指示による分割調剤
ア　(略)
イ　調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算
　並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行
　う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施
　しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割
　回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該
　点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算す
　る。ただし、所定の要件を満たせば服薬情報等提
　供料１については、分割回数で除していない点数
　を算定できる。
ウ　(略)

　医師の指示による分割調剤
ア　(略)
イ　調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算
　並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行
　う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施
　しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割
　回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該
　点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算す
　る。ただし、服薬情報等提供料については、分割回
　数で除していない点数を算定できる。
ウ　(略)

エ　次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算
　について、これらのうち複数に該当する場合は、最
　初に所定点数に「注３」（100 分の 80）及び「注４」
　（100 分の 50）のうち該当するものを乗じ、次に「注
　５」（地域支援体制加算）、「注６」（後発医薬品調剤
　体制加算）及び「注７」（後発医薬品減算）のうち該
　当するものの加算等を行い、最後に小数点以下第
　一位を四捨五入した点数を算定する。
　(イ)　　「注３」　　100 分の 80
　(ロ)　　「注４」　　100 分の 50
　(ハ)　　「注５」　　地域支援体制加算
　(ニ)　　「注６」　　後発医薬品調剤体制加算
　(ホ)　　「注７」　　後発医薬品減算

　次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算
について、これらのうち複数に該当する場合は、最
初に所定点数に「注３」（100 分の 80）及び「注４」
（100 分の 50）のうち該当するものを乗じ、次に「注
５」（地域支援体制加算）、「注６」（後発医薬品調剤
体制加算）及び「注７」（後発医薬品減算）のうち該
当するものの加算等を行い、最後に小数点以下第
一位を四捨五入した点数を算定する。
ア　 「注３」 100 分の 80
イ　 「注４」 100 分の 50
ウ　 「注５」 地域支援体制加算
エ　 「注６」 後発医薬品調剤体制加算
オ　 「注７」 後発医薬品減算

（1）

（1）

　薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮し
た上で実施しなければならないものとする。

　薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮し
た上で実施しなければならないものとする。



　（4）　　　略 　（4）　　　　略

調33 右 上から14行目 字句挿入

  
調35 右 上から18行目

　4　薬剤服用歴管理指導料「4」 　4　薬剤服用歴管理指導料「4」
字句挿入

　（2）～（5）　　　　略 　（2）～（5）　　　　略

（1）（1） 　医科点数表の区分 A003 に掲げるオンライン診療料
に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋
が交付された患者であって、３月以内に対面により薬
剤服用歴管理指導料「１」又は「２」が算定されているも
のに対して、オンライン服薬指導を行った場合に、月に
１回に限り算定する。この場合において、薬剤服用歴
管理指導料の加算は算定できない。

　医科点数表の区分 A003 に掲げるオンライン診療料
に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋
が交付された患者であって、当該オンライン診療を実
施する保険医療機関の処方箋について３月以内に対
面により薬剤服用歴管理指導料「１」又は「２」が算定さ
れているものに対して、オンライン服薬指導を行った場
合に、月に１回に限り算定する。この場合において、薬
剤服用歴管理指導料の加算は算定できない。

（5） 　指導等に係る留意点
ア・イ　（略）
ウ　手帳
 (イ)　「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、
　　かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する
　　欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
 　　①　患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関す
　　　　る記録
　　 ②　患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の
　　　　基礎となる記録
　　 ③　患者の主な既往歴等疾患に関する記録
     ④　患者が日常的に利用する保険薬局の名称、
　　　　保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
       手帳の当該欄については、保険薬局において
　　　適切に記載されていることを確認するとともに、
　　　記載されていない場合には、患者に聴取の上
　　　記入するか、患者本人による記入を指導するな
　　　どして、手帳が有効に活用されるよう努める。
　　　なお、④の患者が日常的に利用する保険薬局の
　　　名称等については、令和３年３月 31 日までの間
　　　は適用しない。
　（ロ）から（チ）まで　（略）
エ　（略）

　指導等に係る留意点
ア・イ　（略）
ウ　手帳
 (イ)　「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、
　　かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する
　　欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
 　　①　患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関す
　　　　る記録
　　 ②　患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の
　　　　基礎となる記録
　　 ③　患者の主な既往歴等疾患に関する記録
     ④　患者が日常的に利用する保険薬局の名称、
　　　　保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等 ①から
　　　　③までの手帳の欄については、保険薬局にお
　　　　いて適切に記載されていることを確認するとと
　　　　もに、記載されていない場合には、患者に聴取
　　　　の上記入するか、患者本人による記入を指導
　　　　するなどして、手帳が有効に活用されるよう努
　　　　める。④については、当該保険薬局と他の保
　　　　険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連
　　　　携が行えるよう、患者が日常的に利用する保
　　　　険薬局があれば、その名称及び保険薬局又
　　　　は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載する
　　　　よう患者に促すこと。なお、④の患者が日常
　　　　的に利用する保険薬局の名称等については、
　　　　令和３年３月 31 日までの間は適用しない。
　（ロ）から（チ）まで　（略）
エ　（略）

（5）



調35 右 下から12行目

調36 右 下から8行目 　5　麻薬管理指導料 　4　麻薬管理指導料 字句訂正

調37 右 上から2行目 　6　重複投薬・相互作用等防止加算 　5　重複投薬・相互作用等防止加算 〃

調37 右 下から20行目 　7　特定薬剤管理指導加算 1 　6　特定薬剤管理指導加算 1 〃

調38 右 上から15行目 　8　特定薬剤管理指導加算 2 　7　特定薬剤管理指導加算 2 〃

調38 右 下から17行目

字句挿入

調38 右 下から12行目

字句挿入

調39 右 下から21行目 　9　乳幼児服薬指導加算 　8　乳幼児服薬指導加算 字句訂正

調39 右 下から9行目 　10　吸入薬指導加算 　9　吸入薬指導加算 〃

調39 右 下から8行目

　（2）　　　略 　（2）　　　略

調40 右 上から13行目 字句訂正

調40 右 下から15行目 　11　調剤後薬剤管理指導加算 　10　調剤後薬剤管理指導加算

（3）（3） 　当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本
アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライ
ン 2019」等を参照して行うこと。

　当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本
アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライ
ン」等を参照して行うこと。

（3）（3） 　特定薬剤管理指導加算２における薬学的管理及び
指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医
療機関のホームページ等でレジメン（治療内容）を閲覧
し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握する
こと。

　特定薬剤管理指導加算２における薬学的管理及び
指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医
療機関のホームページ等でレジメン（治療内容）等を閲
覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握す
ること。

（1）（1） 　喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切
に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がる
よう、以下のア及びイを行った場合に３月に１回に限り
算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方
された場合であって、必要な吸入指導等を別に行った
ときには、前回の吸入薬指導加算の算定から３月以内
であっても算定できる。
ア　文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の
　指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用さ
　れているか否かなどの確認等を行うこと。
イ　保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果
　等に関する情報提供を行うこと。

　喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切
に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がる
よう、以下のア及びイを行った場合に３月に１回に限り
算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方
された場合であって、必要な吸入指導等を別に行った
ときには、前回の吸入薬指導加算の算定から３月以内
であっても算定できる。
ア　文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の
　指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用さ
　れているか否かなどの確認等を行うこと。
イ　保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書に
　より情報提供を行うこと。

（6）（6） 　オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として
同一の者であること。ただし、次のア及びイをいずれも
満たしている場合に限り、やむを得ない事由により同一
の保険薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務
する他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても
差し支えない。
ア・イ　　(略）

　対面による服薬指導及びオンライン服薬指導を行う
保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただ
し、次のア及びイをいずれも満たしている場合に限り、
やむを得ない事由により同一の保険薬剤師が対応でき
ないときに当該薬局に勤務する他の保険薬剤師がオ
ンライン服薬指導を行っても差し支えない。
ア・イ　　(略）

（2）（2） 　「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者に
レジメン（治療内容）を交付した保険医療機関の処方
箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤
等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。

　「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者に
レジメン（治療内容）等を交付した保険医療機関の処
方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐
剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をい
う。



調40 右 下から2行目 字句挿入

　（3）　　　略 　（3）　　　略

調41 右 上から16行目 字句挿入

　（5）　　　略 　（5）　　　略

調41 右 上から25行目 字句訂正

調41 右 下から9行目 字句訂正

調48 右 下から16行目
14の3　服用薬剤調整支援料 14の3　服用薬剤調整支援料

字句挿入

（6）（6） 　電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等
の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達
すべき副作用等の情報を入手した場合（インスリン製剤
等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。）
は、遅滞なく当該情報を患者が受診中の保険医療機
関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関へ
の受診勧奨を行うこと。

　電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等
の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達
すべき副作用等の情報を入手した場合（インスリン製剤
等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。）
は、当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供
するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧
奨を行うこと。

　11　 薬剤服用歴管理指導料の特例（手帳の活用実績
　　が相当程度あると認められない保険薬局が算定
　　する薬剤服用歴管理指導料）

　12　 薬剤服用歴管理指導料の特例（手帳の活用実績
　　が相当程度あると認められない保険薬局が算定
　　する薬剤服用歴管理指導料）

（2） 　服用薬剤調整支援料２
ア　服用薬調整支援料２は、複数の保険医療機関から
内服薬が合計で６種類以上処方されている患者に対し
て、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬
局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下
の取組をすべて行った場合に算定する。
  (ｲ)・(ﾛ)　（略）
イ　（略）
ウ　アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む別紙様式３
　又はこれに準ずるものをいう。
　(イ)　受診中の医療機関、診療科等に関する情報
　(ロ)　服用中の薬剤の一覧
　(ハ)　重複投薬等に関する状況
　(ニ)　副作用のおそれがある患者の症状及び関連す
　　　る薬剤
　(ホ)　その他（残薬、その他患者への聞き取り状況等）
エからキまで　（略）

　服用薬剤調整支援料２
ア　服用薬剤調整支援料２は、複数の保険医療機関か
ら内服薬が合計で６種類以上処方されている患者に対
して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険
薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以
下の取組をすべて行った場合に算定する。
   (ｲ)・(ﾛ)　（略）
イ　（略）
ウ　アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む別紙様式３
　又はこれに準ずるものをいう。
　(イ)　受診中の保険医療機関、診療科等に関する情
　　　報
　(ロ)　服用中の薬剤の一覧
　(ハ)　重複投薬等に関する状況
　(ニ)　副作用のおそれがある患者の症状及び関連す
　　　る薬剤
　(ホ)　その他（残薬、その他患者への聞き取り状況等）
エからキまで　（略）

（2）

（2）（2） 　(１)の「新たにインスリン製剤が処方等された患者」と
は次のいずれかに該当する患者をいう。
ア　新たにインスリン製剤等が処方された患者
イ　既にインスリン製剤等を使用している患者であっ
　て、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者
ウ　インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニ
　ル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者

　(１)の「新たにインスリン製剤等が処方等された患者」
とは次のいずれかに該当する患者をいう。
ア　新たにインスリン製剤等が処方された患者
イ　既にインスリン製剤等を使用している患者であっ
　て、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者
ウ　インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニ
　ル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者

（4）（4） 　本加算の調剤後のインスリン製剤等の使用状況等の
確認は、処方医等の求めに応じて実施するものであ
り、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則と
すること。この場合において、あらかじめ患者に対し、
電話等を用いて確認することについて了承を得ること。

　本加算の調剤後のインスリン製剤等の使用状況等の
確認は、処方医等の求めに応じて実施するものであ
り、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則と
すること。この場合において、あらかじめ患者等に対
し、電話等を用いて確認することについて了承を得るこ
と。



調50 右 下から5行目
15　在宅患者訪問薬剤管理指導料 15　在宅患者訪問薬剤管理指導料

　1　在宅患者訪問薬剤管理指導料

字句挿入

　（5）～（9）　　　　略 　（5）～（9）　　　　略

調52 右 上から17行目 字句挿入

調53 右 上から24行目
　2　在宅患者オンライン服薬指導料 　2　在宅患者オンライン服薬指導料

字句挿入

（4） 　在宅協力薬局
ア　（略）
イ　在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師
　に代わって訪問薬剤管理指導を行った場合には、薬
　剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録
　の内容を共有することとするが、訪問薬剤管理指導
　の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結
　果についての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、
　調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導を行った
　在宅協力薬局名、当該訪問薬剤管理指導を行った
　日付及びやむを得ない事由等を記載する。また、在
　宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在
　宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合に
　は、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は
　在宅協力薬局、また、在宅患者訪問薬剤管理指導
　料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬
　明細書の摘要欄には在宅協力薬局が処方箋を受け
　付けた旨を記載する。
ウ　（略）

（4） 　在宅協力薬局
ア　（略）
イ　在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師
　に代わって訪問薬剤管理指導を行った場合には、薬
　剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録
　の内容を共有することとするが、訪問薬剤管理指導
　の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結
　果についての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、
　調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導を行った
　在宅協力薬局名及び当該訪問薬剤管理指導を行っ
　た日付を記載する。また、在宅協力薬局が処方箋を
　受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤
　管理指導を行った場合には、算定については、調
　剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在
　宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬
　局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄には在
　宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。
ウ　（略）

（10）（10） 　在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するために
は、薬剤服用歴の記録に「区分 10薬剤服用歴管理指
導料」の(４)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項
について記載されていなければならない。
アからカまで　（略）

　在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するために
は、薬剤服用歴の記録に「区分 10薬剤服用歴管理指
導料」の２の(４)の記載事項に加えて、少なくとも次の事
項について記載されていなければならない。
アからカまで　（略）

（7）（7） 　オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として
同一の者であること。ただし、次のア及びイをいずれも
満たしている場合に限り、やむを得ない事由により同一
の保険薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務
する他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても
差し支えない。

　訪問薬剤管理指導及びオンライン服薬指導を行う保
険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、
次のア及びイをいずれも満たしている場合に限り、や
むを得ない事由により同一の保険薬剤師が対応できな
いときに当該薬局に勤務する他の保険薬剤師がオンラ
イン服薬指導を行っても差し支えない。



   　3　麻薬管理指導加算    　3　麻薬管理指導加算

調54 右 上から7行目 字句挿入

調56 右 下から14行目
15の2　在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 15の2　在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

字句訂正

調59 右 上から5行目
15の3　在宅患者緊急時等共同指導料 15の3　在宅患者緊急時等共同指導料

字句挿入

 

ア・イ　（略）
ウ　麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用
　歴の記録に「区分 10 薬剤服用歴管理指導料」の(４)
　及び「区分 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の
　(10)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項につ
　いて記載されていなければならない。
　(ｲ)から(ﾆ)まで　（略）

ア・イ　（略）
ウ　麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用
　歴の記録に「区分 10 薬剤服用歴管理指導料」の２の
　(４)及び「区分 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の
　(10)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項につい
　て記載されていなければならない。
　(ｲ)から(ﾆ)まで　（略）

（6）（6） 　麻薬管理指導加算
ア・イ　（略）
ウ　麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用
　歴の記録に「区分 10 薬剤服用歴管理指導料」の(４)
　及び「区分 15 の２ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指
　導料」の(５)の記載事項に加えて、少なくとも次の事
　項について記載されていなければならない。
　(イ)から（ニ）まで（略）

　麻薬管理指導加算
ア・イ（略）
ウ　麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用
　歴の記録に「区分 10 薬剤服用歴管理指導料」の２の
　(４)及び「区分 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の
　(10)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項につい
　て記載されていなければならない。
　(イ)から（ニ）まで（略）

（6）（6） 　在宅患者緊急時等共同指導料を算定するために
は、薬剤服用歴の記録に「区分 10薬剤服用歴管理指
導料」の(４)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項
について記載されていなければならない。
アからエまで　（略）

　在宅患者緊急時等共同指導料を算定するために
は、薬剤服用歴の記録に「区分 10薬剤服用歴管理指
導料」の２の(４)の記載事項に加えて、少なくとも次の事
項について記載されていなければならない。
アからエまで　（略）


